
Ⅰ．はじめに

不登校児童・生徒に関しては、小中学生が12
万5,991人と増加傾向にある。高校生について
は不登校数が₄万9,563人存在1）しており、依然
として SSW 注1）の支援が必要な状況であろう。

不登校について、教育社会学の視点から加
野（2001)2）は「不登校という言葉は余計に危機
をあおっているように感じられる」と指摘をし
ている。スクールカウンセラー（以下、school 
counselor：SC）の視点では、曽我（2007)3）は
地域が子どもを育てたときに不登校ゼロが達成
可能と推測をしている。また、不登校児童・生

徒とフリーター及びニートとの関連について調
査をした秋山（2007)4）は、「不登校児童・生徒
を援助しない場合、結果として不登校→ひきこ
もり→フリーター→ニートへと変化する可能性
がある」と指摘をしている。

加野が指摘をしたとおり、「不登校」という
言葉に危機を感じる可能性はあるかもしれな
い。だが、現在、不登校児童・生徒は増加傾向
にあり、言葉だけでの問題ではない。さらに、
不登校ゼロを進めていくためには SC だけでは
なく SSW との連携が必要であり、まして地域
との連携を指摘するのであれば、SSW の介入
が必要であろう。SC と SSW が連携すること
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で不登校ゼロを円滑に進めることは可能であろ
う。また、秋山が示した不登校児童・生徒の変
化については、不登校を解消できるようになれ
ば、ひきこもりやフリーター、ニートを防ぐこ
とができるかもしれない。

SSW の研究に関しては、児童相談所の業務
分析から不登校研究をした内田（2005)5）は「今
後の学校福祉論の積み上げ、スクールソーシャ
ルワーク実践の進展を図っていかなければい
けない」と述べている。登校困難な児童に対す
る SSW の精神保健福祉的アプローチでは、学
校教育のみならず、福祉や医療にまで領域を広
げ、より柔軟に個別対応をすることが求められ
る（阿部・安藤2010)6）。宮城県大崎市を対象と
した君島・君島（2016)7）は「SSW は学校で立
ち入りにくい家庭状況、児童・生徒や保護者に
様々な働きかけをする役割を期待されているこ
とが明らかになった」と指摘をしている。SSW
に関しては内田の述べたとおり、研究領域にお
いても進展が必要である。また、登校困難な児
童について個別対応は必要不可欠であり、さら
に、家庭状況、児童・生徒や保護者に対する支
援も重要であろう。文部科学省は2008年から
スクールソーシャルワーク活用事業を開始し、
2018年度で10年の節目となる。現在、学校現場
では、家庭や児童・生徒に介入をする SSW の
必要性が求められているが、小中学校で増加傾
向にある不登校については、ひきこもりやニー
トなどといった二次的問題が生じる可能性があ
り、今後も SSW の介入は重要性を増すであろ
う。

本研究では、不登校児童・生徒を対象に経済
学の視点からシミュレーション分析を試みる。
さらに、SSW 介入による経済効果を算出する。

　
Ⅱ．目的

本研究では、今後のスクールソーシャルワー
ク活用事業の発展を目的に、経済学的視点から
不登校児童・生徒の経済損失額を算出し、さ
らに、SSW 介入による経済効果を明らかにす
る。その結果から、不登校児童・生徒を対象に
SSW の必要性を論拠していく。

Ⅲ．研究方法

1　SSW 介入による₁都₁道₇県注2）の不登校
児童・生徒解消率等注3）について調査をす
る。 

2　₁都₁道₇県不登校児童・生徒の解消率に
ついて政府統計データ等から経済学的分析
をし、今後の不登校児童・生徒の所得に焦
点を当て、経済損失額と経済効果を明らか
にする。

3　不登校児童・生徒の非就学・非就労者8）を
対象とし、シミュレーション分析をした経
済損失額と経済効果の結果から、SSW の
必要性を論拠する。

研究倫理

本研究は宮城誠真短期大学研究倫理委員会の
下、研究許可を得ている（研究番号：MSJC 平
29-11）。

Ⅳ．結果

不登校児童・生徒数は小・中学校および高校
で17万5,554人である。本節では、不登校児童・
生徒の未就労率、SSW の介入による不登校解
消率等を示し、所得を中心とした経済学的分析
注4）を試みる（表₁）。

不登校児童・生徒に関しては、2014年度の文
部科学省9）のデータから不登校児童・生徒を追
跡した結果、就学・就業が19.6％であり、非就学・
非就業が18.1％であった注5）。就業の内訳として、
正社員9.3%、パート・アルバイトが32.2%、家
業手伝い・会社経営が3.4% であった。2015年
度の不登校解消率を公表したのは₁都₁道₇県
である。調査の結果、2014年度の₁都₁道₇
県の不登校児童・生徒数は₃万9,515人10）であ
り、2015年度の₁都₁道₇県の不登校児童・生
徒数は₄万342人11）であった（表₂、表₃）。₁
都₁道₇県の不登校解消率は平均で42.5% であ
り、不登校児童・生徒解消率が最も高かった都
道府県は鳥取県の62.5% であり、不登校児童・
生徒解消率が最も低かった都道府県は長野県の
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23.3% であった（図₁）。不登校の事例に関して、
東京都では SSW の介入により、養育力の弱い
保護者に対し、児童家庭支援センター等と連携
をし、SSW が保護者支援を継続した結果、不
登校問題が解消をしている注6）。

₁都₁道₇県の SSW 活用事業の資格保有者
は社会福祉士又は精神保健福祉士（以下、SSW

専門職）、教員免許、保育士、心理資格、その
他福祉資格、無資格である（表₄）注7）。

平均給与に関しては国税庁の資料から2015年
度の平均給与は420万円であり、賞与は65万円
である。2014年度の平均給与は415万円であり、
平均賞与は63万円であった。
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不登校についてシミュレーション分析を試み
た結果注11）、不登校児童・生徒の非就学・非就
労者は7,302人であり、SSW が介入したことで
不登校問題が改善した児童・生徒数は3,103人

であった。平均給与の補正率が0.1であり、平
均賞与の補正率が0.61である。

表₁から不登校児童・生徒の非就学・非就労
者全体の平均給与額の推計では30億6,684万円
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であった。さらに、不登校児童・生徒の非就学・
非就労者の平均賞与額は28億9,524万円であっ
た。結果、不登校児童・生徒の経済損失額は59
億6,208万円である。

SSW が介入をすることで、不登校が解消し
たことを仮定した場合、平均給与額は13億326
万円、平均賞与額は12億3,033万円である。結果、
SSW の介入による経済効果は25億3,359万円で
あった。

Ⅴ．考察

₁都₁道₇県の小中学校および高校の不登校
児童・生徒を対象に経済学的分析の手法でシ
ミュレーション分析を試みた。結果、不登校児
童・生徒の非就学・非就労者の経済損失額は59
億6,208万円であることが明らかとなった。ま
た、SSW が不登校問題に介入をし、児童・生
徒の不登校を解消することで得られる経済効果
は、25億3,359万円であることがわかった。

東京都の事例のように SSW の介入により、
不登校問題を解決することができれば、経済効
果が大きくなると推察できるが、不登校児童・
生徒は二次障害注12）などの問題を抱えることが
ある。不登校問題について政策学的にマクロ分
析をした岩田（2008)12）は「家族や居住地域の階
層的特性が低い生徒間で不登校が増加している
としたら、私的なサポートを期待することは難
しい」と指摘をしている。岩田が示した内容は
SSW が介入をすることで解決可能な問題と考
えられる。二次障害、とりわけ、発達障害につ
いては SC や教員、特別支援教育コーディネー
ター注13）と SSW が連携をしていくことが重要
であり、家庭への支援のための情報収集、関係
機関との連携強化が二次障害を予防することが
可能と検討をしている。また、SSW も二次障
害の予防といった視点を持ちながら不登校児
童・生徒に対応する必要がある。

不登校児童・生徒の二次障害については、ひ
きこもりやニートが関係していることがわかっ
ている。さらに、不登校の背景には発達障害が
関連していることがある。発達障害を疑う不
登校児について調査をした近藤・氏家・松木

（2002)13）は「軽度発達障害は通常学級に在籍す

ることが多く、他の子どもと比較すると、過剰
な努力で能力の差を埋め合わせしようする養育
態度、教育が危険である」と指摘をしている。

広汎性発達障害児に対して、トークン・エ
コノミー法と強化基準変更法を実施した研究
では、保護者を媒介して試みた結果、有効で
あることがわかっている（奥田2005)14）。さら
に、発達障害の学校不適応について調査した
井上・窪島（2008)15）は「有効な連携と引き継
ぎ、情報交換の在り方を研究することが、今後
の教育現場の課題となる」と示している。しか
し、不登校について発達社会心理学的考察をし
た川島・征矢野・小松（2016)16）らは「多くの教
育委員会は不登校対策に決め手がないため、最
終的にカウンセラーや医者に行くことが大切だ
という落ちになることが多い」と指摘をしてい
る。だが、不登校問題については、SSW が介
入することによって、₄割程度が解消をして
いる（図₁）。川島・征矢野・小松の指摘した
内容から、SSW が各学校に配置されることで、
医師やカウンセラーだけで落ちになることは減
るだろう。しかしながら、任用されている資格
については SSW 専門職のみならず、教員免許
や心理資格の取得者等が活動しているのが現状
であり、家庭や児童・生徒の環境に働きかける
SSW 専門職を増員することが必要ではないだ
ろうか（表₄）。

SSW の不登校対応に関して調査した原田・
梶原・吉川他（2011)17）は「家庭への支援では犯
人探しにならないよう、保護者と子どもの関係
性アプローチをする支援が求められる」と述べ
ている。さらに、長期欠席やひきこもりでは精
神疾患や児童虐待が背景となっていることがあ
り、子どもの状況や家庭の問題を把握したうえ
で対応が必要である（酒井・川畑2011)18）。酒
井らが指摘している精神疾患や児童虐待の対応
に関しては、精神保健福祉分野に強い精神保健
福祉士の役割が期待されるであろう。

今後、SSW 専門職が増員することができれ
ば、児童・生徒の再登校だけでなく、高校中退
を防ぐことは可能であろう。さらに、不登校児
童・生徒解消率が高くなることで経済損失額は
減少をし、より経済効果が大きくなると考えら
れる。
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Ⅵ．結論

本研究は、₁都₁道₇県の不登校児童・生徒
を対象に経済学的視点から経済損失額と経済効
果についてシミュレーション分析を試みた。だ
が、SSW が任用される資格には、SSW 専門職
以外の資格者も多いため、正確な経済効果を推
計することは困難である。

今回の研究は、所得を中心とした経済学的分
析の一方法である。今後、社会経済損失や社会
全体の経済効果を算出するのであれば、大幅に
損失額は増え、SSW の介入による経済効果も
大きくなるだろう。また、本研究は、一部不登
校児童・生徒の解消数を公表する都道府県の結
果であり、他府県の状況については不明である。

今後の研究課題として、SSW 専門職が不登
校児童・生徒にどのような影響を与えているの
か調査を進めていく。

脚注
注1　SSW は基本的に精神保健福祉士国家資

格取得者または社会福祉士国家資格取得
者が任用をされているが、表₄でも示し
た通り、実際は教員免許や心理職など他
資格者が任用をされることがある。また、
都道府県によっては無資格者が任用をさ
れている。

注2　文部科学省「平成27年スクールソーシャ
ルワーカー実践活動活用事例集」におい
て不登校解消の数値を公表する都道府県
である。不登校の数値に関しては文部科
学省「平成27年度児童生徒の問題行動等
生徒指導上の諸問題に関する調査（速報
値）」、「平成26年度児童生徒の問題行動
等生徒指導上の諸問題に関する調査」か
ら引用をした。本研究では、経済学的分
析をするため不登校解消の数値を公表す
る₁都₁道₇県を対象とする。

注3　本研究では、文部科学省「平成27年スクー
ルソーシャルワーカー実践活動活用事例
集」で記述されている不登校児童・生徒
の解消と好転を不登校児童・生徒解消率
に含める。また、現在、不登校解消デー
タを公表する₁都₁道₇県の数値を不登

校児童・生徒解消率とする。
注4　経済学研究の手法を用いるが、財政学的

分析で用いられている一つの手法であ
り、本研究では、所得を中心とした経済
損失額と経済効果について推計値を算出
する。

注5　本研究では、非就学・非就業のデータを
未就労率とする。また、2014年の文部科
学省のデータでは、平成18年度に中学₃
年生であった不登校生徒を対象としてい
る。

注6　文部科学省 . 平成27年スクールソーシャ
ルワーカー実践活動活用事例集 . 
http ://www.mext .go . jp/a_menu/
shotou/seitoshidou/1378055.htm　2017
年₉月28日アクセス .

注7　注6と同じ。
注8　補正率の計算式ついては、小玉幸助・森

谷就慶・大竹伸治 . 精神保健福祉領域に
おける高次脳機能障害研究 - 経済損失額
算出の試み：精神保健援助技術の必要性
について - 保健福祉学研究2017；15；21-
28. において記述をした計算モデルより
正確な計算モデルを採用している。

注9　平均月給を単位費用としてシミュレー
ションを行った。国税庁「民間給与実
態統計調査」を参照 https://www.nta.
go.jp/kohyo/tokei/kokuzeicho/minkan/
top.htm　2017年₉月21日アクセス。

注10）平均賞与を単位費用としてシミュレー
ション分析を行った。補正率の算出方法
は地方財政学で用いられる分析方法であ
る。

注11）不登校児童・生徒で非就学・非就労者が
就労をしたと仮定する。

注12）二次障害とは発達障害、精神疾患、非行
行動などがある。

注13）特別支援教育コーディネーターとは、障
害のある生徒のニーズに応じた支援を行
い、学校内外の関係機関と連絡調整など
をする。
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Economic analysis on school social work
――Economic analysis for a truant on the Necessity of school 

social worker――

Abstract
School social workers have been introduced at elementary and junior high schools and high schools, and 

effect validation is also being carried out. However, economic analysis has not been conducted on the school 
social work project, and the economic effect has not been clarified. In this research, we report non-attendance 
students in Hokkaido, Yamagata, Tokyo, Nagano, Tottori, Shimane, Hiroshima, Fukuoka and Saga (following 
11capital way seven prefectures) in order to calculate the economic effect of school social worker on object we 
tried simulation analysis from economic point of view mainly on income.

Key word : school social work, economic analysis, secondary disability, school education, school problem
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